
「市営地下鉄三宮駅サイネージジャック 神戸市×スポーツ」動画制作業務委託 

実施要領（公募型プロポーザル） 

 

１ 案件名称 

「市営地下鉄三宮駅サイネージジャック 神戸市×スポーツ」動画制作業務委託 

 

２ 業務内容に関する事項 

（１）事業目的と概要 

神戸市内トップスポーツチームの認知度向上、及び市民のスポーツ振興を目的とした動画を 

制作する。制作された動画は、市営地下鉄三宮駅改札外サイネージにて放映する。 

（２）業務内容 

別紙「市営地下鉄三宮駅サイネージジャック 神戸市×スポーツ」動画制作業務仕様書のとおり 

（３）事業規模（契約上限額） 

金 2,000,000 円（消費税含む） 

（４）契約期間 

契約締結日～2025 年 3 月 31 日 

（５）費用分担 

受注者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額に含まれるものとし、市は、契約金

額以外の費用を負担しない。 

 

３ 契約に関する事項 

（１）契約の方法 

神戸市契約規則の規定に基づき、委託契約を締結する。契約内容は本市と協議のうえ、仕様

書及び企画提案書に基づき決定する。 

なお、契約の締結に際し、万一、応募書類の記載内容に虚偽の内容があった場合は、契約締

結をしないことがある。 

（２）委託料の支払い 

業務完了後、本市の検査を経て、受注者の請求に基づき支払うこととする。 

（３）契約書案 

別紙（頭書及び委託契約約款）参照 

（４）その他 

契約締結後、当該契約の履行期間中に受注者が神戸市契約事務等からの暴力団等の排除

に関する要綱に基づく除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 

 

４ 応募資格、必要な資格・許認可等 

次に掲げる条件のすべてに該当すること。 

（１）地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しないものであること。 

（２）経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定に基づく更

生手続開始の決定がされている者、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に

基づく再生計画認可の決定されているものを除く。）でないこと。 

（３）参加申請関係書類の提出期間の最終日から契約候補者選定までの間に、神戸市指名停



止基準要綱に基づく指名停止を受けていないこと。 

（４）神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けていないこ

と。 

（５）本業務の遂行に係る関係者等との連絡、調整等を円滑に行い得る能力を有していること。 

 

５ スケジュール 

（１）公募開始      2024 年９月 27 日 

（２）質問受付締切      2024 年 10 月 7 日 17 時まで 

（３）質問に対する回答           2024 年 10 月 11 日 17 時まで 

（４）参加申請関係書類の提出期限    2024 年 10 月 18 日 17 時まで 

（５）企画提案書の提出期限     2024 年 10 月 28 日 10 時まで 

（６）選定結果通知      2024 年 11 月上旬予定 

（７）契約締結・事業開始     2024 年 11 月上旬予定 

 

６ 応募手続き等に関する事項 

（１）各書類の配布・提出場所 

ア 交付開始   2024 年９月 27 日 

イ 配布場所   神戸市ホームページの「事業者募集」のページに掲載 

※郵送による交付は行わない。 

※ダウンロード出来ない場合にはメールにて送付しますので、以下のお問い合

わせ先のメールアドレスまでお問い合わせください。 

     ウ 配布資料   ①公募型プロポーザル実施要領（本書） 

②業務仕様書 

③質問書（様式 1 号） 

④参加申請書（様式 2 号） 

⑤神戸市契約等からの暴力団関係者排除に係る誓約書（様式３号） 

⑥企画提案書（様式４号） 

 

（２）質問の受付 

ア 受付期間   2024 年９月 27 日から 2024 年 10 月 7 日 17 時 00 分まで 

イ 提出方法    別紙「質問書（様式 1 号）」に記載し、Ｅメールにより提出 

           送付先：kyogi-sports@office.city.kobe.lg.jp 

ウ 提出先     神戸市文化スポーツ局スポーツ企画課（神戸市役所 1 号館 17 階） 

エ 回答      2024 年 10 月 11 日にホームページで公開する。ただし、回答を公開するこ

とにより、質問者の提案内容が他の者に明らかになる情報等、質問者に対し

て明らかに不利益を与えると認められる情報は、その情報を除いて回答を公

開する。なお、事実関係の確認など回答することで他の応募者が不利になら

ない事項についてはこの限りではない。 

 

（３）参加申請 

     ア 受付期間   郵送または持参により、2024 年 10 月 18 日 17 時まで 

イ 提出場所   〒650-8570（住所不要）神戸市文化スポーツ局スポーツ企画課 
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ウ 提出書類 ①参加申請書（様式２号）（エクセル形式） 

②会社概要・団体概要（様式任意） 

③登記簿謄本又は登記事項に関する全部証明【写し可】 

④国税の納税証明書（その３の３）【写し可】 

⑤印鑑証明書【原本】 

⑥神戸市契約等からの暴力団関係者排除に係る誓約書（様式３号） 

上記③～⑥は提出日時点で発行日より３か月以内のもの 

令和 6・7 年度 神戸市競争入札参加資格を有する場合は、③～⑥の提出は

省略可。その場合、①②についてはメール送付でよい。 

 

（４）企画提案書の提出 

ア 提出期限   メールの送付等により、2024 年 10 月 28 日 10 時 00 分まで 

電子メールアドレス：kyogi-sports@office.city.kobe.lg.jp 

イ 提出場所   神戸市文化スポーツ局スポーツ企画課（神戸市役所１号館 17 階） 

ウ 提出書類   ①見積書（PDF 形式） 

②企画提案書（様式４）（PDF 形式） 

 

７ 選定に関する事項 

（１）評価基準 

審査は、次に示す観点から、総合的に公平かつ客観的な審査を行うものとする。 

評価項目 評価の視点 配点 

業務目的およ

び 業 務 内 容

の理解度 

・市内スポーツチームの認知度向上、市民のスポーツ振興に寄与する内容となって

いるか 

・スピーカー付きのデジタルサイネージでの放映を前提とした内容となっているか 

３０ 

撮影カットの

選定 

・市内スポーツチームの魅力を引き出した内容となっているか 

・複数のスポーツチームが企画に参加していることを生かした内容となっているか 

３０ 

スケジュール・

実施体制 

・計画性があり、実施手順が妥当か 

・関係者との撮影調整がスムーズに実施できる体制になっているか 

２０ 

実績 ・類似業務の実績 １０ 

地元 ・神戸市内に本店を有する法人か １０ 

合計 １００ 

 

（２）選定方法 

ア 本企画提案の審査については、神戸市×スポーツ動画制作業務選定委員会が行い、その 

意見を受けて選定する。 

イ 提出資料に関するヒアリングは必要に応じて実施する。 

ウ 選定委員は、評価基準に基づいて評価し、選定委員の評価点の合計が最も高い事業者を 

委託予定事業者として決定する。 

エ 各委員の点数の合計点が最も高い事業者が複数あった場合は、次の項目の順により最終 
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決定する。 

①評価項目のうち「業務目的および業務内容の理解度」の合計点数が最も高いもの 

②前号が同点の場合は、評価項目のうち「撮影カットの選定」の合計点数が最も高いもの 

オ 評価点の合計が５割に達していない場合は、委託予定業者として選定しない。企画提案 

者が１者であっても同様の扱いとする。 

カ 委託事業予定者とは契約締結協議を行うこととし、提案書の趣旨を逸脱しない範囲内での 

内容の変更の協議を行う。 

キ 委託予定事業者が辞退又は協議が不調のときは、業者選定委員会で順位付けられた上 

位の者から順に契約の締結の協議を行う。 選定委員は、評価基準に沿って企画提案書 

の審査を行う。 

 

（３）失格事由 

次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外する。 

ア 選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること 

イ 他の参加者と企画提案の内容またはその意思について相談を行うこと 

ウ 事業者選定終了までの間に、他の参加者に対して企画提案の内容を意図的に開示するこ

と 

エ 提出書類に虚偽の記載を行うこと 

オ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと 

 

（４）選定結果の通知 

評価結果及び選定結果は決定後速やかに、全ての参加者に通知する。 

 

８ その他 

（１）提案に要する費用、条件等  

ア 提出書類の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 

イ 提出された企画提案書は、神戸市情報公開条例に基づき、非公開情報（個人情報、法 

人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象となる。 

ウ すべての企画提案書は返却しない。 

エ 提出された企画提案書は、審査・業者選定の用以外に応募者に無断で使用しない 

（神戸市情報公開条例に基づく公開を除く）。 

オ 参加申請後に神戸市指名停止基準要綱に基づく指名停止又は神戸市契約事務等から 

の暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けた者の公募型プロポーザル参加は 

無効とする。 

カ 企画提案書が以下の条件の何れかに該当する場合は、本公募に参加できないものとする。 

①提出期限を過ぎてから提出されたもの 

②提出物に不足があるもの 

③虚偽の内容が記載されているもの 

④記載すべき事項の全部または一部が記載されていないもの 

キ 提出後の記載内容の変更や２通以上の企画提案書の提出は認めないものとする。 

ク 委託契約の締結については、所定の「委託契約約款」に基づくものとする。 

 



（２）提出先、問い合わせ先 

住 所：〒650-8570 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（神戸市役所１号館 17 階） 

   神戸市文化スポーツ局スポーツ企画課 

担 当：山下、長田 

電 話：078-322-5309  FAX：078-322-6149 

電子メールアドレス：kyogi-sports@office.city.kobe.lg.jp 
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